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新規・拡充事業

①事 業 名 計画（ＩＴＥＲ建設段階）の推進ITER

②主管課及び （主管課）研究開発局原子力課（課長：中西章）
関係課
（課長名） （関係課）研究振興局量子放射線研究課（課長：石井利和）

③上位施策目標 施策目標４ー６ 原子力分野の研究・開発・利用の推進

、 、達成目標４ー６ー５ 長期的なエネルギー安定供給を実現するため 平成１５年度に
国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）の建設活動を開始する。

④事業の概要 国際共同プロジェクトたる 計画において を用いた燃焼プラズマの実現、ITER ITER
工学技術の総合試験等を行うため､我が国が分担する装置・機器の製作、 の建設・ITER
運転等の実施主体となる 国際核融合エネルギー機構の運営の支援等を行う。ITER

、 （ 、 、 、 、 、 、 ） 、 、現在 参加 極間 日 欧 露 加 米 中 韓 で 本年中の協議終結を目指して7
候補サイトの選定、資金分担、共同実施協定案の策定等に関し、政府間協議を行ってい
るところである。

16 10その後のスケジュールとしては 平成 年当初の通常国会に協定案を提出し 同年、 、
月には 国際核融合エネルギー機構の発足を予定しており、平成 年度の実験運ITER 26
転の開始を目指して 建設活動を開始する。ITER
具体的には、

○国際的に合意された建設工程に従い、我が国が分担する装置・機器の調達作業を実施
するとともに、機構に必要な資金提供や人材を確保する。
○また、我が国に を建設する場合にはサイト整備を行うとともに、機構が建設にITER
対する許認可を取得し、平成１８年度に本格的建設作業を開始できるように支援する。

⑤予算額及び 平成１６年度概算要求額：８，５８８百万円
事業開始年度

事業開始年度：昭和６３年度

⑥必 要 性 ＩＴＥＲ計画は､人類究極のエネルギーといわれる核融合エネルギー実現のための重
要なステップであり､重要な国際共同研究プロジェクトとして､推進していく必要があ
る。
我が国においても、原子力委員会 計画懇談会において「核融合エネルギーは、ITER

その特徴から将来のエネルギー源の一つとして有望な選択肢 （平成 年）と評価され」 13
たように、その研究開発の社会的意義は大きく、国が長期的展望を持って取り組むべき
研究開発である。
現在、｢我が国は、 計画が国家的に重要な研究開発であることに鑑み、政府全体ITER

でこれを推進する｣旨結論付けた総合科学技術会議決定（平成１４年５月 、それを踏）
ITER ITERまえた 計画への参加・誘致に関する閣議了解（平成１４年５月）に基づき、

を青森県六ヶ所村へ誘致する提案と併せ、 建設・運転・利用・廃止措置についてITER
の共同実施協定を策定する政府間協議を日米欧露加中韓の７極で進めているところであ
る。
また、本計画のスケジュールにおいては、建設期間は 年間で､平成 年度中の建10 16

、 。 、設開始が予定されており 年度ごとのおおまかな作業工程も策定されている ついては
平成 年度までに を建設するという達成目標を踏まえると、計画の円滑な遂行26 ITER
のために当該事業を遅滞なく進めることが必要である。

⑦効率性 本事業の予算規模は建設から運転、廃止措置迄を含めた約１ ３兆円の経費を参加極.
で分担することになる。
これに対して、核分裂反応を利用する原子炉と基本原理を異にする革新的な核融合エ

ネルギー開発が成功した場合は核融合輸出機器市場の形成、ひいては、核融合機器の核
心技術を占めることによる市場の占有が期待でき、また、環境負荷の大きな軽減に向け
た貢献等も考えられる。
また、 の建設に用いられる超伝導技術、中性粒子入射技術、高周波技術、トリITER

チウム技術等において開発した技術が確立すれば、その波及効果として、極低温高強度
材料の大量生産、次世代半導体製造、大電力ミリ波及びマイクロ波によるセラミックス
製作加工技術等への応用による新しい産業の創出が予想される。
以上のような、新市場の形成、環境負荷の低減、他の産業への波及効果を考えると、

本事業は効率的に実施されている。

⑧ 達成効果の把 の建設終了後、文部科学省科学技術・学術審議会、原子力委員会等の場においITER
有 握の仕方 て専門家による評価を行う。また、建設の途中段階においても適宜評価を行い、その結

検証の手順 果を反映しつつ事業を推進する。（ ）
効

得ようとする はその建設に先だって行われた （工学設計活動）において、工学設計と工ITER EDA
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性 効果の達成見 学技術の実証試験を行ってきたところ、その成果については、原子力委員会の下の核融
込みの判断根 合会議および 技術部会において国内の大学・産業界の専門家による審議、更ITER/EDA
拠 判断基準 に総合科学技術会議における審議を経てその妥当性を確認してきた。（ ）

なお、 の建設・運転・利用の支援における技術的事項は、これまで を初ITER JT-60
めトカマク方式の研究開発を主導し、 概念設計活動、工学設計活動等を我が国のITER
実施機関として成功裡に推進してきた日本原子力研究所（またはその統合後の新法人）
を我が国の極内機関に指定して実施する予定である。
また他のいずれの参加極においても と同方式の核融合研究施設を製作した経験ITER

EU ITERがあり こと 米国 については 高い技術水準を有するものと理解 以上より、 、 、 、 。 、
参加極間において技術力に見合った機器の分担を図ることにより、 の建設を完遂ITER
できると判断。

⑨公平性、優先 現在、 参加極の間で、本年中の協議終了を目指して 共同実施協定についITER ITER
性 ての政府間協議が進められており、経済規模に応じた費用負担、負担に応じたリターン

、 。 、を得る等 参加極間で実質的な公平を図る仕組みの構築を目指しているところ ､また
国際共同事業である本計画においては、国際約束に従って計画を予定どおり進めること
が必須であり、適切な予算措置をすることについて優先性が高い。

⑩得ようとする 建設全体工程に沿って遅滞なくサイト整備、装置・ 達成年度ITER
ITER効果及び達成 機器の製作、運転計画の検討等を進めることにより、

年度 の建設を完了する。併せて、核融合機器の製作ノウハウを蓄
積するとともに、核融合エネルギーシステムの実現に向けた
確度を上げる。 平成２６年度

⑪備 考 本事業は以下の閣議了解、報告、評価等に基づいて実施している。
○「国際熱核融合実験炉 計画について （平成１４年５月 閣議了解）ITER 」
「 （ ） 」（ ）○ 国際熱核融合実験炉 計画について 平成１４年５月 総合科学技術会議ITER

○「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画 （平成１２年 「第三段階核融合」 ）、
研究開発基本計画 （平成４年 「国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）計画の推進につい」 ）、
て（平成１３年 以上原子力委員会 」）
○「今後の我が国の核融合研究の在り方について（報告 （平成 年 月 日文部科）」 15 1 8
学省科学技術学術審議会学術分科会基本問題特別委員会核融合研究ＷＧ）等



●概要
○核融合エネルギーは、将来のエネルギー源の
一つの有望な選択肢。

○実験炉として、燃焼プラズマの達成、長時間
燃焼の実現等の工学的実証を行う。

●現状
○日本、ＥＵ、ロシア、カナダ、米国(*1)、中
国(*１)、韓国（*2）の７極で政府間協議を行
い、国際協力によるＩＴＥＲの建設・運用に
向けた、
・共同実施協定の策定
・国際的なサイトの合意
・費用分担の合意

等の協議を行う。(*1：2003年2月より参加）
(*2：2003年6月 〃 ）

●経緯・計画
１９８５年11月の米ソ首脳会談が発端
１９８８年～２００１年７月 設計活動を実施
２００１年11月 政府間協議開始（実施中）
２００４年 建設開始（１０年間）（予定）
２０１４年 運転開始（２０年間）（予定）

ITER本体概要図

核融合出力 ： 50万kw※１
プラズマ主半径 ： 6.2ｍ
プラズマ副半径 ： 2.0ｍ
プラズマ電流 ： 1500万A※２

※１：70万kwまで運転可能 ※２：1700万Aまで運転可能

主要諸元

国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）計画の概要
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